
連結会計財務書類に係る注記 

１.連結財務書類における注記 

  連結財務書類作成においては、連結対象団体がそれぞれ作成した財務書類を国が示した統一的

な基準により読み替えて作成しています。連結財務書類の会計処理の手法等については、それぞ

れの連結対象団体の手法によります。 

 

２.追加情報 

（1）消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 

ただし、一部の連結団体については、税抜方式によっています。 

（2）連結対象団体 

団体名 区分 連結の方法 比例連結割合 

埼玉県後期高齢者医療連合 
一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 0.741％ 

東埼玉資源環境組合 
一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 9.3％ 

江戸川水防事務組合 
一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 27.0％ 

埼玉県市町村総合事務組合 
一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 2.192％ 

吉川松伏消防組合 
一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 65.63％ 

彩の国さいたま人づくり広域連

合 

一部事務組合・ 

広域連合 
比例連結 

団体が示す算

定方法による 

吉川市土地開発公社 地方三公社 全部連結 - 

吉川市シルバー人材センター 第三セクター等 全部連結 - 

吉川市社会福祉協議会 第三セクター等 全部連結 - 

 

  連結の方法は次のとおりです。 

  ①一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としてい

ます。 

  ②地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。 

  ③第三セクター等は、出資割合等が 50％を超える団体（出資割合等が 50％以下であっても業務

運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象として

います。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象としています。また、いず

れの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等については、出資割

合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。 

    ただし、出資割合が 25％未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、

比例連結の対象としない場合があります。 

（3）表示単位未満の取扱い 

  千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 


